
JP 4479779 B2 2010.6.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技球を遊技領域へ打球して遊技を行う弾球遊技機において、
　前記遊技領域に設けられ、開口幅が拡大形態または縮小形態に変化し得る入賞口と、
　その入賞口へ入賞した遊技球が通過する入賞経路である第１入賞経路及び第２入賞経路
と、
　前記第１入賞経路を通過した遊技球と前記第２入賞経路を通過した遊技球の両方を通過
させる入賞経路である合流経路と、
　その合流経路に設けられ、その合流経路を通過する遊技球を検出する第１検出手段と、
　前記第１入賞経路に設けられ、その第１入賞経路を通過する遊技球を検出する第２検出
手段と、
　前記入賞口が前記縮小形態のときに前記第１入賞経路の一部を形成して前記入賞口と前
記第１入賞経路と前記合流経路とが連通された状態を保持するものであって、前記入賞口
の前記拡大形態への変化に応じて前記入賞口に入賞した遊技球を前記第２入賞経路へ導く
形態に切り替えられる切替装置とを備え、
　前記第１入賞経路に設けられた第２検出手段は、取り外し可能に構成されていることを
特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、打球を遊技領域に打ち込んで遊技を行うパチンコ遊技機などに代表される弾
球遊技機に関し、特に、１つの入賞口へ入賞した打球をその入賞口の態様毎に区別して検
出することができる弾球遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パチンコ遊技機には各種の規格が設けられており、この規格に合格しなければ
出荷することができない。よって、パチンコ遊技機の出荷前には各種の試験が行われ、そ
の試験結果が規格内にあるか否かが調べられる。かかる試験では、例えば、役物による賞
球の割合（役物比率）や、高確率状態における普通電動役物の平均入賞球数が調べられる
。図１０の第１種パチンコ遊技機Ｐでは、普通電動役物に係る入賞口６１および大入賞口
６２の２つの役物を備えているので、役物比率は式（１）のように、また、高確率状態に
おける普通電動役物の平均入賞球数は式（２）のように求められる。
【０００３】
【数１】

　上記式（１）および（２）からわかるように、役物比率などを求める場合には、普通電
動役物に係る入賞口６１の拡大時における入賞球数を検出する必要がある。このため該試
験時には、入賞口６１の上方に配設される遊技くぎ６３，６４の間にスイッチを取り付け
、かかる遊技くぎ６３，６４を通過した打球の数を入賞口６１の縮小時における入賞球数
と判断し、入賞口６１の全入賞球数と遊技くぎ６３，６４間を通過した打球の数との差に
より、入賞口６１の拡大時における入賞球数を検出していた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、遊技くぎ６３，６４間を通過した打球が入賞口６１へ入賞しない場合や
、入賞口６１の拡大時に打球が遊技くぎ６３，６４間から入賞する場合もある。いずれの
場合にも入賞球数を誤ってカウントすることになり、正確な試験結果を得ることができな
いという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、１つの入賞口に入賞した遊技球が第１入賞経路または第２入賞経路のいずれ
か一方を通過したのち合流経路を通過するように構成した弾球遊技機において、第１入賞
経路を通過する遊技球と第２入賞経路を通過する遊技球とをそれぞれ検出できることに加
えて、入賞口へ入賞した遊技球のすべてを検出できる構成を維持しながら、必要であれば
１つの検出装置を取り外すことができる弾球遊技機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために、請求項１記載の弾球遊技機は、遊技球を遊技領域へ打球し
て遊技を行うものであり、前記遊技領域に設けられ、開口幅が拡大形態または縮小形態に
変化し得る入賞口と、その入賞口へ入賞した遊技球が通過する入賞経路である第１入賞経
路及び第２入賞経路と、前記第１入賞経路を通過した遊技球と前記第２入賞経路を通過し
た遊技球の両方を通過させる入賞経路である合流経路と、その合流経路に設けられ、その
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合流経路を通過する遊技球を検出する第１検出手段と、前記第１入賞経路に設けられ、そ
の第１入賞経路を通過する遊技球を検出する第２検出手段と、前記入賞口が前記縮小形態
のときに前記第１入賞経路の一部を形成して前記入賞口と前記第１入賞経路と前記合流経
路とが連通された状態を保持するものであって、前記入賞口の前記拡大形態への変化に応
じて前記入賞口に入賞した遊技球を前記第２入賞経路へ導く形態に切り替えられる切替装
置とを備え、前記第１入賞経路に設けられた第２検出手段は、取り外し可能に構成されて
いる。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１記載の弾球遊技機によれば、第１入賞経路を通過した遊技球と第２入賞経路を
通過した遊技球との両方を通過させる入賞経路である合流経路に、その合流経路を通過す
る遊技球を検出する第１検出手段が設けられ、第１入賞経路に、その第１入賞経路を通過
する遊技球を検出する第２検出手段が設けられている。よって、第１検出手段により入賞
口へ入賞した全ての遊技球を検出できると共に、第２検出手段により第１入賞経路を通過
した遊技球を検出できるので、入賞口へ入賞した遊技球の全てを検出できる構成を維持し
ながら、必要であれば１つの検出手段を取り外すことができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の好ましい実施例について、添付図面を参照して説明する。本実施例は、
弾球遊技機の一例としてパチンコ遊技機を用いて説明する。図１（ａ）は、本実施例にお
けるパチンコ遊技機の普通電動役物に係る入賞口の正面図であり、図１（ｂ）は、その側
断面図である。図１（ａ）及び（ｂ）では、該入賞口の縮小時の態様を示している。また
、図２（ａ）は、該入賞口の拡大時の正面図であり、図２（ｂ）は、その側断面図である
。
【０００９】
　この入賞口１は、普通電動役物に係る入賞口であり、左右の羽根３，４が閉じた縮小時
（図１）、及び、それらが開いた拡大時（図２）の２つの態様を備えている。なお、入賞
口１は、遊技球が特定の入賞口に入賞し、若しくは、特定のゲートを通過し、又は、特定
の図柄の組み合わせが表示された場合に作動する。
【００１０】
　図１（ａ）及び（ｂ）に示すように、入賞口１は、遊技板面１０に取着された台板５を
備えており、その台板５上には前面カバー２が取着されている。この前面カバー２の上方
両側部分裏面には非貫通の軸孔２ａ，２ｂが設けられ、両軸孔２ａ，２ｂにチューリップ
の花びらを形成する左羽根３および右羽根４の各軸ピン３ｂ（４ｂ）がそれぞれ軸着され
ている。
【００１１】
　左羽根３及び右羽根４は、共に、その対向面側に突出する突出壁３ａ，４ａを備えてお
り、両突出壁３ａ，４ａは、下方へ向かう程その突出量が多くされた傾斜壁とされている
。この両突出壁３ａ，４ａにより左右の羽根３，４の間隔は、左右の羽根３，４が閉じた
縮小時では、上側Ｗ１が打球２０の直径Ｗ１０より大きく、下側Ｗ２が打球２０の直径Ｗ
１０より小さく形成されている（Ｗ１＞Ｗ１０＞Ｗ２）。また、図１（ｂ）に示すように
、両突出壁３ａ（４ａ）は遊技板面１０側へ向かう程その突出量が小さくされた傾斜壁と
されている。よって、縮小時に該入賞口１へ入賞した打球２０は、両突出壁３ａ，４ａの
略半分の位置でその落下を停止され、その後、両突出壁３ａ，４ａの傾斜に沿って、遊技
板面１０の裏側に形成された第１入賞経路１１へ送られるのである。
【００１２】
　なお、図１（ｂ）に示すように、左右の羽根３，４と後述するソレノイドアーム７の連
結片７ｄとの間隔Ｗ４は、打球２０の直径Ｗ１０より小さく形成されているので（Ｗ４＜
Ｗ１０）、打球２０が突出壁３ａ，４ａから連結片７ｄへ移動する途中で下方に落下して
、第２入賞経路１２へ入ってしまうことはない。
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【００１３】
　左羽根３及び右羽根４の下端部には、押動部３ｃ（４ｃ）が形成されている。この押動
部３ｃ（４ｃ）がソレノイドアーム７の先端部７ａにより上方へ押し上げられると、図２
（ａ）及び（ｂ）に示すように、入賞口１は左右の羽根３，４が開いた拡大状態に変化す
る。
【００１４】
　ソレノイドーアーム７は、左右の羽根３，４を拡大縮小させると共に、各入賞経路１１
，１２の一部を構成する部材である。図３に、このソレノイドアーム７の斜視図を示す。
ソレノイドアーム７は、同形状に形成された一対の揺動片７ｃ，７ｃを備えており、その
一対の揺動片７ｃ，７ｃは、棒状の連結部材７ｅにより後端を、板状の連結片７ｄにより
中央部分を、それぞれ連結されている。
【００１５】
　連結片７ｄは、前方部分が上方へ屈曲されるとともに、後方部分は揺動片７ｃの下端に
沿って伸びる略Ｌ字形に形成されている。図１（ｂ）に示すように、連結片７ｄのうち揺
動片７ｃの下端に沿って伸びる後方部分は、経路壁１１ｃと相まって、入賞口１の縮小時
に第１入賞経路１１の一部を形成する。一方、連結片７ｄのうち上方へ屈曲された前方部
分は、図２（ｂ）に示すように、入賞口１の拡大時において、その先端と第１入賞経路１
１の上壁との間隔Ｗ６が打球２０の直径Ｗ１０より小さくなるように形成されている（Ｗ
６＜Ｗ１０）。よって、入賞口１の拡大時に、打球２０が第１入賞経路１１へ入らずに第
２入賞経路１２へ入るように、連結片７ｄは第１入賞経路１１の閉鎖壁として機能してい
る。
【００１６】
　なお、図２（ｂ）に示すように、入賞口１の拡大時における連結片７ｄの後端と、第１
入賞経路１１及び第２入賞経路１２を仕切る経路壁１１ｃとの間隔Ｗ７は、打球２０の直
径Ｗ１０より小さく形成されている（Ｗ７＜Ｗ１０）。よって、入賞口１の縮小時におい
て打球２０が連結片７ｄ上にある状態で（図１（ｂ））、入賞口１を拡大すべくソレノイ
ドアーム７が揺動されて、図２（ｂ）に示すようになっても、一旦、第１入賞経路１１へ
入った打球２０が隙間Ｗ７から第２入賞経路１２へ入ってしまうことはない。
【００１７】
　図３において、各揺動片７ｃの中央上部やや後方よりには、外方へ突出する軸ピン７ｂ
がそれぞれ設けられている。ソレノイドアーム７は、この軸ピン７ｂを揺動軸として、第
１入賞経路１１の両側壁に揺動自在に軸着されている。また、ソレノイドアーム７の後端
には係合凹部７ｆが形成され、この係合凹部７ｆにはソレノイド９に取着された駆動板８
の突出片（図示せず）が係合されている。よって、ソレノイドアーム７は、ソレノイド９
の動作に連動して、軸ピン７ｂを中心に揺動されるのである。更に、ソレノイドアーム７
の先端には、棒状に形成された一対の先端部７ａが設けられている。この先端部７ａは、
ソレノイドアーム７の揺動により、円弧状の軌跡を描いて上下に揺動し、入賞口１の左右
の羽根３，４を拡大或いは縮小させる。なお、係合凹部７ｆはソレノイドアーム７に１つ
設けられていれば良い。
【００１８】
　図１（ｂ）に示すように、遊技板面１０の裏面には、入賞口１へ入賞した打球２０が通
過する入賞経路１１，１２が上下に２経路形成されている。上方には、左右の羽根３，４
が閉じた縮小時に入賞した打球２０が通過する第１入賞経路１１が配設され、下方には、
左右の羽根３，４が開いた拡大時に入賞した打球２０が通過する第２入賞経路１２が配設
されている。
【００１９】
　第１入賞経路１１の側壁には一対の軸孔が形成され（図示せず）、ソレノイドアーム７
の左右の軸ピン７ｂはこの軸孔に軸着されている。また、第１入賞経路１１の上方には、
ソレノイドアーム７とソレノイド９の駆動板８とを連結できるように、切り欠け１１ａが
設けられている。この切り欠け１１ａの幅Ｗ３は打球２０の直径Ｗ１０より小さく形成さ
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れているので（Ｗ３＜Ｗ１０）、第１入賞経路１１へ入った打球２０がかかる切り欠け１
１ａから飛び出てしまうことはない。各入賞経路１１，１２の途中には、リング状のセン
サ１１ｂ，１２ｂが設けられ、各入賞経路１１，１２を通過した打球２０の数を検出でき
るようにされている。
【００２０】
　入賞経路１１，１２の外側の一側には、ソレノイドアーム７を揺動させ左右の羽根３，
４を開閉して、入賞口１を拡大或いは縮小させるソレノイド９と、そのソレノイド９によ
り上下に駆動される駆動板８とが設けられている。図１（ｂ）に示すように、ソレノイド
９を動作して駆動板８を上方へ移動すると、ソレノイドアーム７は軸ピン７ｂを中心に先
端部７ａが下方へ揺動され、入賞口１を縮小状態に変更する。一方、図２（ｂ）に示すよ
うに、ソレノイド９を動作して駆動板８を下方へ移動すると、ソレノイドアーム７は軸ピ
ン７ｂを中心に先端部７ａが上方へ揺動され、左右の羽根３，４の押動部３ｃ（４ｃ）を
押し上げて、入賞口１を拡大状態に変更する。図２（ａ）に示すように、この拡大状態に
おける左右の羽根３，４の最小間隔Ｗ５は、打球２０の直径Ｗ１０より大きく形成されて
いる（Ｗ５＞Ｗ１０）。よって、拡大時に入賞口１へ入賞した打球２０は、左右の羽根３
，４の突出壁３ａ，４ａに遮られることなく、入賞口１の最下端まで落下し、遊技板面１
０裏側の第２入賞経路１２へ送られる。
【００２１】
　図４は、パチンコ遊技機の電気的構成を示したブロック図である。パチンコ遊技機の制
御部４０は、演算装置であるＣＰＵ４１と、そのＣＰＵ４１により実行される各制御プロ
グラムを記憶したＲＯＭ４２と、各種のデータ等を記憶するためのメモリであるＲＡＭ４
３とを備えている。なお、図５に示すフローチャートのプログラムは、ＲＯＭ４２内に記
憶されている。
【００２２】
　ＣＰＵ４１、ＲＯＭ４２、ＲＡＭ４３は、バスライン４４を介して互いに接続されてい
る。バスライン４４は、入出力ポート４５にも接続されており、この入出力ポート４５は
、第１入賞経路１１に設けられたセンサ１１ｂ、第２入賞経路１２に設けられたセンサ１
２ｂ、入賞口１を拡大又は縮小させるソレノイド９、その他、表示装置を含めた他の入出
力装置４６と接続されている。
【００２３】
　更に、入出力ポート４５にはコネクタ４７が接続されている。パチンコ遊技機の出荷前
試験時には、このコネクタ４７に検査装置が接続されて、各種の試験が行われる。この試
験の際には、各センサ１１ｂ，１２ｂなどの検出結果が検査装置により集計され、入賞口
（普通電動役物）１の拡大時と縮小時との入賞球数がそれぞれ個別に把握される。
【００２４】
　次に、上記のように構成された入賞口１へ打球２０が入賞する場合の動作について説明
する。図１（ａ）及び（ｂ）に示すように、入賞口１の左右の羽根３，４が閉じた縮小時
に打球２０が入賞すると、その打球２０は突出壁３ａ，４ａの略中央部分にてその落下が
止められて、その後は、突出壁３ａ，４ａの傾斜に沿って遊技板面１０の裏側へ運ばれる
。遊技板面１０の裏側には、第１入賞経路１１及び第２入賞経路１２の２つの入賞経路が
形成されるが、入賞口１の縮小時には、ソレノイドアーム７の連結片７ｄにより、打球２
０は上方に配設された第１入賞経路１１へ運ばれる。第１入賞経路１１へ運ばれた打球２
０は、ソレノイドアーム７の連結片７ｄ上から経路壁１１ｃへ移動し、やがてセンサ１１
ｂを通過して、入賞球排出ユニット（図示せず）へ移動し排出される。このように打球２
０の通過をセンサ１１ｂが検出することにより、入賞口１の縮小時に入賞した打球２０を
検出できるのである。なお、前記した通り、各間隔Ｗ３，Ｗ４は打球２０の直径Ｗ１０よ
り小さく形成されているので（Ｗ３＜Ｗ１０，Ｗ４＜Ｗ１０）、第１入賞経路１１を移動
中の打球２０が第２入賞経路１２へ移動したり、第１入賞経路１１から切り欠け１１ａを
介して外方へ飛び出してしまうことを防止することができる。
【００２５】
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　一方、図２（ａ）及び（ｂ）に示すように、入賞口１の左右の羽根３，４が開いた拡大
時に打球２０が入賞すると、その打球２０は突出壁３ａ，４ａの間を通過して前面カバー
２の最下端まで落下し、第２入賞経路１２へと運ばれる。この第２入賞経路１２へ運ばれ
た打球２０は、センサ１２ｂを通過して、入賞球排出ユニット（図示せず）へ移動し排出
される。このように打球２０の通過をセンサ１２ｂが検出することにより、入賞口１の拡
大時に入賞した打球２０を検出できるのである。なお、前記した通り、各間隔Ｗ６，Ｗ７
は打球２０の直径Ｗ１０より小さく形成されているので（Ｗ６＜Ｗ１０，Ｗ７＜Ｗ１０）
、入賞口１の拡大時に打球２０が隙間Ｗ６から第１入賞経路１１へ入ってしまったり、第
２入賞経路１２の移動中に隙間Ｗ７を介して第１入賞経路１１へ入ってしまうことを防止
することができる。
【００２６】
　次に、図５のフローチャートに基づいて、上記のように構成されたパチンコ遊技機の動
作を説明する。なお、かかる処理は前記したパチンコ遊技機の制御部４０で実行される。
【００２７】
　まず、入賞口１の縮小時に打球２０が入賞したか否か、即ち、センサ１１ｂが打球２０
を検出したか否かが調べられる（Ｓ１）。センサ１１ｂが打球２０を検出した場合には（
Ｓ１：Ｙｅｓ）、例えば５球の遊技球が払い出され（Ｓ２）、続いて処理Ａが実行される
（Ｓ３）。処理Ａは打球２０が入賞口１の縮小時に入賞した場合に実行される処理であり
、例えば、パチンコ遊技機に備えられる８つのセグメントＬＥＤで構成された普通図柄表
示装置６５（図１０参照）の変動を開始させる処理である。
【００２８】
　センサ１１ｂが打球２０を検出しない場合には（Ｓ１：Ｎｏ）、センサ１２ｂが検出し
たか否かが調べられる（Ｓ４）。センサ１２ｂが打球２０を検出した場合には（Ｓ４：Ｙ
ｅｓ）、入賞口１の拡大時に打球２０が入賞したということであり、その場合には、例え
ば１０球の遊技球が払い出される（Ｓ５）。遊技球の払い出し後、処理Ｂが実行される（
Ｓ６）。処理Ｂは打球２０が入賞口１の拡大時に入賞した場合に実行される処理であり、
例えば、パチンコ遊技機に備えられる液晶ディスプレイで構成された特別図柄表示装置６
６（図１０参照）の変動を開始させる処理である。
【００２９】
　いずれのセンサ１１ｂ，１２ｂも打球２０を検出しない場合には（Ｓ４：Ｎｏ）、入賞
口１へ入賞した打球２０はないので、状況に合わせて他の処理が実行される（Ｓ７）。処
理Ａ（Ｓ３）、処理Ｂ（Ｓ６）、及び、他の処置（Ｓ７）の実行後は、各処理はそれぞれ
Ｓ１へ移行され、前記した処理が続行される。
【００３０】
　以上説明したように、本実施例の弾球遊技機によれば、入賞口１の縮小時と拡大時とで
入賞経路を異にすることができるので、入賞口１の態様毎に入賞した打球２０を正確に検
出することができる。また、これにより、入賞口１に打球２０が入賞した場合に、払い出
される賞球数やその後に実行される処理を、入賞口１の態様に応じて変更することができ
る。即ち、１つの入賞口１を、その態様に応じて、あたかも２以上の入賞口のように扱う
ことができるのである。これにより遊技の興趣が一層向上される。
【００３１】
　次に、図６から図９を参照して、第２実施例について説明する。第２実施例のパチンコ
遊技機では、出荷前の試験においてのみ、入賞口１の拡大時における入賞球数と縮小時に
おける入賞球数とを正確に検出できるように構成されている。以下、第１実施例と同一の
部分には同一の符号を付して、その説明を省略するとともに、第２実施例に固有の部分に
ついてのみ説明する。
【００３２】
　図６及び図７に示すように、第２実施例のパチンコ遊技機では、第１入賞経路１１およ
び第２入賞経路１２の下流側に両入賞経路１１，１２が合流した第３入賞経路５０を備え
ている。この第３入賞経路５０にはリング状のセンサ５１が取着されており、第３入賞経
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路５０を通過する打球２０の数を検出できるようにされている。第３入賞経路５０の終端
は、入賞球排出ユニット（図示せず）に連結されており、第１又は第２入賞経路１１，１
２から第３入賞経路５０へ送られた打球２０は、更に、入賞球排出ユニットへ送られて、
その入賞球排出ユニットから排出される。
【００３３】
　第１入賞経路１１には、リング状のセンサ５２が取り外し可能に取着されている。この
センサ５２は、パチンコ遊技機の出荷前試験において入賞口１の縮小時における入賞球数
を検出するセンサであり、出荷前試験時に取着され、試験後は取り外される。即ち、製品
の出荷前には、２つのセンサ５１，５２が取着された状態で試験が行われるが、試験終了
後は、第１入賞経路１１のセンサ５２が取り外されて、出荷されるのである。
【００３４】
　図８は、パチンコ遊技機の出荷前試験時における電気的構成を示したブロック図である
。パチンコ遊技機の出荷前試験では、出荷用の制御回路基板に代えて、制御部５３を搭載
した試験用の制御回路基板が取り付けられる。なお、出荷前試験の終了後は、第１入賞経
路１１のセンサ５２とともに制御部５３を搭載した試験用の制御回路基板が取り外され、
その後、出荷用の制御回路基板が取り付けられて出荷される。
【００３５】
　出荷前試験を行う制御部５３は、演算装置であるＣＰＵ５４と、図９に示すフローチャ
ートのプログラムを始めＣＰＵ５４により実行される各種の試験プログラムを記憶したＲ
ＯＭ５５と、拡大時カウンタ５６ａや縮小時カウンタ５６ｂなどの各種のカウンタやワー
クメモリを備えたＲＡＭ５６とを備えている。
【００３６】
　拡大時カウンタ５６ａは、出荷前試験において、入賞口１の拡大時における入賞球数を
カウントするカウンタである。試験の開始時に「０」クリアされ、第３入賞経路５０のセ
ンサ５１が打球２０を検出する毎に１加算される。なお、第１入賞経路１１のセンサ５２
が打球２０を検出した場合には、拡大時カウンタ５６ａの値は、その検出毎に１減算され
る。入賞口１の縮小時に打球２０が入賞すると、その１つの打球２０を両センサ５１，５
２で検出するからである。
【００３７】
　縮小時カウンタ５６ｂは、出荷前試験において、入賞口１の縮小時における入賞球数を
カウントするカウンタである。拡大時カウンタ５６ａと同様に、試験の開始時に「０」ク
リアされる。試験の開始後は、第１入賞経路１１に取着されたセンサ５２が打球２０を検
出する毎に１加算される。
【００３８】
　これらのＣＰＵ５４、ＲＯＭ５５、ＲＡＭ５６は、バスライン５７を介して互いに接続
されている。バスライン５７は、入出力ポート５８にも接続されており、この入出力ポー
ト５８は、第３入賞経路５０に設けられたセンサ５１、第１入賞経路１１に設けられたセ
ンサ５２、入賞口１を拡大又は縮小させるソレノイド９、その他、表示装置を含めた他の
入出力装置４６と接続されている。
【００３９】
　次に、図９のフローチャートに基づいて、上記のように構成されたパチンコ遊技機の出
荷前試験時の動作を説明する。なお、かかる処理は前記した制御部５３で実行される。
【００４０】
　この処理では、まず、拡大時カウンタ５６ａおよび縮小時カウンタ５６ｂの値が「０」
クリアされる（Ｓ１１）。次に、第３入賞経路５０のセンサ５１が打球２０を検出したか
否かが調べられ（Ｓ１２）、センサ５１が打球２０を検出した場合には（Ｓ１２：Ｙｅｓ
）、一旦、拡大時カウンタ５６ａの値が「１」加算される（Ｓ１３）。センサ５１が打球
２０を検出しただけでは、入賞口１の拡大時における入賞であるのか、縮小時における入
賞であるのか不明であるので、この場合には、一旦、拡大時カウンタ５６ａの値を「１」
加算し（Ｓ１３）、第１入賞経路１１のセンサ５２が打球２０を検出した場合に、その加
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算した拡大時カウンタ５６ａの値を「１」減算するのである。
【００４１】
　センサ５１が打球２０を検出しない場合（Ｓ１２：Ｎｏ）や、Ｓ１３の処理の後は、処
理をＳ１４へ移行して、第１入賞経路１１のセンサ５２が打球２０を検出したか否かが調
べられる（Ｓ１４）。センサ５２が打球２０を検出した場合には（Ｓ１４：Ｙｅｓ）、入
賞口１の縮小時における入賞であるので、縮小時カウンタ５６ｂの値を「１」加算すると
ともに（Ｓ１５）、拡大時カウンタ５６ａの値を「１」減算する（Ｓ１６）。前記したよ
うに、入賞口１の縮小時に入賞した打球２０は、両センサ５１，５２により検出されるか
らである。なお、センサ５２が打球２０を検出しない場合（Ｓ１４：Ｎｏ）や、Ｓ１６の
処理の後は、処理をＳ１２へ移行して前記したＳ１２からＳ１７の各処理を繰り返し実行
する。
【００４２】
　このように第２実施例の弾球遊技機では、拡大時カウンタ５６ａに入賞口１の拡大時に
おける入賞球数が、縮小時カウンタ５６ｂに入賞口１の縮小時における入賞球数が、それ
ぞれ正確に記憶される。よって、両カウンタ５６ａ，５６ｂの値に基づいて、役物比率や
電動役物の平均入賞球数を正確に算出することができるのである。
【００４３】
　以上、実施例に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施例に何ら限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に
推察できるものである。
【００４４】
　例えば、本実施例では、入賞口１の拡大または縮小という「形態の変化」に応じて、入
賞した打球（入賞球）２０の入賞経路１１，１２を変更した。しかし、「形態の変化」の
みならず、「遊技状態（遊技態様）の変化」に応じて、入賞球の入賞経路を変更するよう
にしてもよい。「遊技態様の変化」には、高確率状態と低確率状態、普通図柄表示装置６
５や特別図柄表示装置６６の作動中と停止中などがある。なお、本発明を普通電動役物以
外の他の入賞口へ適用することや、パチンコ遊技機以外の他の弾球遊技機に適用すること
は、当然に可能である。
【００４５】
　更に、本発明は以下のように展開することができる。打球を遊技領域へ打ち込んで遊技
を行う弾球遊技機において、前記遊技領域に設けられ２以上の態様に変化し得る入賞口と
、その入賞口へ入賞した打球が通過する２以上の入賞経路と、その入賞経路を前記入賞口
の態様に応じて切り替える切替装置と、その切替装置により切り替えられた前記入賞経路
を通過する打球を検出する検出装置と、打球が前記入賞口へ入賞した場合に２種類以上の
遊技球数を払い出し得る払出手段と、その払出手段により払い出される遊技球数を前記検
出装置による検出結果に基づいて前記入賞口の態様に応じて切り替える制御手段とを備え
た弾球遊技機である。この場合の払出手段としては、図５のＳ２及びＳ５の各処理が該当
し、制御手段としては、図５のＳ１及びＳ４の各処理が該当する。
【００４６】
　また、打球を遊技領域へ打ち込んで遊技を行う弾球遊技機において、前記遊技領域に設
けられ２以上の態様に変化し得る入賞口と、その入賞口へ入賞した打球が通過する２以上
の入賞経路と、その入賞経路を前記入賞口の態様に応じて切り替える切替装置と、その切
替装置により切り替えられた前記入賞経路を通過する打球を検出する検出装置と、打球が
前記入賞口へ入賞した場合に２種類以上の遊技状態を現出し得る遊技状態現出手段と、そ
の遊技状態現出手段により現出される遊技状態を前記検出装置による検出結果に基づいて
前記入賞口の態様に応じて切り替える制御手段とを備えた弾球遊技機である。この場合の
遊技状態現出手段としては、図５のＳ３及びＳ６の各処理が該当し、制御手段としては、
図５のＳ１及びＳ４の各処理が該当する。
【００４７】
　打球を遊技領域へ打ち込んで遊技を行う弾球遊技機において、前記遊技領域に設けられ
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、その２つの入賞経路のうち打球が通過する入賞経路を前記入賞口の態様に応じて切り替
える切替装置と、前記２つの入賞経路が合流する合流経路と、その合流経路に設けられ、
その合流経路を通過する打球を検出する第１検出装置と、前記入賞経路の一方に設けられ
、その一方の入賞経路を通過する打球を検出する第２検出装置とを備えた弾球遊技機であ
る。この弾球遊技機によれば、一方の入賞経路を通過する打球の数は第２検出装置により
検出され、他方の入賞経路を通過する打球の数は、第１検出装置で検出された打球数から
第２検出装置で検出された打球数を減算することにより算出される。よって、この弾球遊
技機によれば、入賞口の態様毎に入賞した打球の数を正確に検出することができる。この
場合、合流経路としては第３入賞経路５０が、第１検出装置としてはセンサ５１が、第２
検出装置としてはセンサ５２が、それぞれ該当する。なお、上記弾球遊技機の第２検出装
置は取り外し可能に構成されている。よって、第２検出装置を装着して弾球遊技機の出荷
前試験を行い、その後、第２検出装置を取り外して、弾球遊技機を出荷することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】（ａ）は、本発明の一実施例であるパチンコ遊技機の普通電動役物に係る入賞口
の縮小時における正面図であり、（ｂ）は、その側断面図である。
【図２】（ａ）は、普通電動役物に係る入賞口の拡大時における正面図であり、（ｂ）は
、その側断面図である。
【図３】ソレノイドアームの斜視図である。
【図４】パチンコ遊技機の電気的構成を示したブロック図である。
【図５】パチンコ遊技機の制御部で実行される処理を示したフローチャートである。
【図６】第２実施例におけるパチンコ遊技機の普通電動役物に係る入賞口の縮小時の側断
面図である。
【図７】第２実施例におけるパチンコ遊技機の普通電動役物に係る入賞口の拡大時の側断
面図である。
【図８】第２実施例におけるパチンコ遊技機の出荷前試験時の電気的構成を示したブロッ
ク図である。
【図９】第２実施例における出荷前試験時にパチンコ遊技機の制御部で実行される処理を
示したフローチャートである。
【図１０】従来技術におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【符号の説明】
【００４９】
１　　　　　　　　　　　　　入賞口
３，４　　　　　　　　　　　羽根
３ａ，４ａ　　　　　　　　　突出壁（切替装置の一部）
７　　　　　　　　　　　　　ソレノイドアーム（切替装置の一部）
７ｄ　　　　　　　　　　　　連結片（切替装置の一部）
１１　　　　　　　　　　　　第１入賞経路（入賞経路）
１２　　　　　　　　　　　　第２入賞経路（入賞経路）
１１ｂ　　　　　　　　　　　センサ（第１検出手段）
１２ｂ　　　　　　　　　　　センサ（第２検出手段）
５１　　　　　　　　　　　　センサ（第１検出手段）
５２　　　　　　　　　　　　センサ（第２検出手段）
５３　　　　　　　　　　　　制御部（制御手段）
２０　　　　　　　　　　　　打球（遊技球）
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【図３】 【図４】
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